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ご一読ください
2025年5月17日に国会で可決された決議
198/2025/QH15は、企業、個人事業主、および
個人を対象とした民間経済発展を促進するため
の特別なメカニズムと政策を導入するものです。
この決議は、2025年5月4日付の決議68-NQ/TW

に概説された政治局の指示と整合しています。
政府は同時に決議198を実施するための決議
139/NQ-CPを発布し、同決議は批准後直ちに発
効しました。決議198は、他の文書がより有利
な政策を提示しない限り、矛盾する法律または
決議に優先します。



• 調査は年に1回以上実施されません。電子データを

用いたリモート調査が優先され、法令遵守納税者は

現地調査が免除されます。調査済みの項目は（違反

が明白な場合を除き）査察対象とされません。

• 刑事手続きよりも民事および行政上の措置を優

先します。

• 納税者に不利となる法律の遡及適用はありません。

• 捜査、起訴、裁判において推定無罪の原則を維持し
ます。疑問が生じた場合、当局は速やかに明確な回
答を提供しなければなりません。

• 納税者が誤りを訂正する場合は、罰則が軽減され

る可能性があります。

調査に関する制限及び納税者保
護の強化
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土地賃料に関する支援

• ESG基準を満たすグリーン・循環のプロジェクトに対し

て、年間2%の金利引き下げを実施します
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財政及び税額控除に関する支援

• 賃貸開始から 5年間、ハイテク企業、中小企業、工業団

地で事業を展開する革新的スタートアップ企業、クラス

ター、テクノロジーインキュベーターに対して、土地賃

貸料を少なくとも 30%減額します。



• 革新的なスタートアップ企業、革新的なスタートアップ

企業向け投資ファンド運用会社、革新的なスタートアッ

プ企業を支援する仲介組織に対し、法人所得税（CIT）の

2年間の免除、その後4年間の50%減税を付与します。

• 新規登録中小企業は3年間のCIT免除を受けられます。

• 大企業は、サプライチェーン内の中小企業に対する研修

費用を控除できます。

• 革新的なスタートアップ企業に関連する株式または資本

の譲渡による所得には、個人所得税（PIT）および法人所

得税（CIT）の免除が適用されます。

• 革新的なスタートアップ企業、研究開発センター、イ

ノベーションセンター、革新的なスタートアップ企業

を支援する仲介組織に勤務する専門家および科学者は、

2年間のPIT免除と4年間の50%のPIT減額の恩恵を受け

ます。

• 2026年1月1日から、みなし納税方式（事業所世帯およ

び個人事業主向け）およびライセンス料を廃止します。

• 国家再編期間中、ライセンスおよび許可証の再発行

にかかる各種手数料を免除します。

税務上の優遇措置
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• 企業が課税所得の20%を上限として関連基金を設立すること

を許可します。企業は研究開発活動に要した実費の2倍を法

人税の控除対象として控除できます。

研究、開発、科学の適用、科学技術、
革新・デジタルトランスフォーメーショ
ンへの支援
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大企業・先駆的企業の発展促進

• 国家優先プロジェクトへの民間セクターの関与を拡大します。

• 「Go Global」などのプログラムを通じて、先駆的企業の発展を

支援します。



• 法務、会計、税務、人事に関する無料のデジタルプ

ラットフォーム、会計ソフトウェア、コンサルティン

グサービスを提供します。

中小・マイクロ・個人が行うビジネス
への支援
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